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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
国
民
の
財
産
た
る
過
疎
地
域
の
支
援
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
過
疎
地
域
自
立
促
進
市
町
村
計
画
へ
の
影
響
調
査
」
（
以
下
「
調
査
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
と
し
た
過
疎
地
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
（
以
下
「
過
疎
地
域
の
市
町
村
」
と
い
う
。
）
で

あ
っ
て
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号

）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
区
域
に
あ
る
六
十
八
団
体
の
う
ち
、
平
成
二
十
三
年
八
月
十
日
現
在
、
六
十
五
団

体
か
ら
回
答
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
う
ち
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
。
以
下
「

過
疎
法
」
と
い
う
。
）
が
失
効
す
る
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
市
町
村
計
画
に
基
づ
き
行

わ
れ
る
事
業
の
終
了
見
込
み
に
つ
い
て
、
「
終
了
で
き
な
い
見
込
み
」
又
は
「
見
込
み
が
た
た
な
い
」
と
回
答
し
た
団
体
は

十
五
団
体
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
未
回
答
の
団
体
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
十
日
現
在
、
十
一
団
体
の
う
ち
八
団
体
に
つ
い
て
は
回
答

が
あ
っ
た
が
、
引
き
続
き
未
回
答
で
あ
る
三
団
体
に
つ
い
て
は
回
答
が
可
能
に
な
っ
た
段
階
で
提
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

一



考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
過
疎
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
過
疎
法
が
議
員
立
法
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
各
党
各
会
派
に

お
い
て
十
分
議
論
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
総
務
省
と
し
て
は
、
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
速
や
か

に
情
報
提
供
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

過
疎
対
策
事
業
債
の
償
還
年
限
に
つ
い
て
は
、
十
二
年
以
内
（
う
ち
三
年
間
据
置
き
）
を
基
本
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

が
、
医
療
設
備
等
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
病
院
及
び
診
療
所
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
職
員
宿
舎
を
対
象
と
す
る
過
疎

対
策
事
業
債
の
う
ち
借
入
れ
後
一
定
期
間
で
利
率
を
見
直
す
も
の
の
償
還
年
限
に
つ
い
て
は
、
三
十
年
以
内
（
う
ち
五
年
間

据
置
き
）
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
償
還
年
限
の
設
定
は
、
後
世
代
の
負
担
と
の
均
衡
及
び
財
政
の
健

全
化
の
維
持
の
観
点
か
ら
適
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
過
疎
対
策
事
業
債
の
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
は
、
過
疎
法
に
お
い
て
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
基
準
財

政
需
要
額
に
算
入
す
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ

二



ぜ
い

の
よ
う
な
地
方
交
付
税
措
置
は
、
財
政
基
盤
が
脆
弱
な
過
疎
地
域
の
市
町
村
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
自
立
促
進
を
財
政
面

で
支
え
る
措
置
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
治
山
・
治
水
事
業
に
よ
る
災
害
の
防
止
、
公
立
学
校
施
設
の
耐
震
化
事
業
に
よ
る
地
域
の
避
難
場

所
と
も
な
る
学
校
建
物
の
安
全
性
の
向
上
、
消
防
防
災
施
設
整
備
事
業
の
推
進
に
よ
る
被
害
の
最
小
限
化
等
に
向
け
て
、
引

き
続
き
、
予
算
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、
無
線
を
利
用
し
た
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
す
る
こ
と

も
含
め
、
平
成
二
十
二
年
度
末
で
ほ
ぼ
全
世
帯
で
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

ま
た
、
移
動
通
信
用
鉄
塔
等
の
整
備
に
よ
る
携
帯
電
話
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
過
疎
地
域
に
お
け
る

全
人
口
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
外
人
口
の
比
率
が
、
平
成
十
九
年
度
末
で
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十
年
度
末
で
一
・

〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十
一
年
度
末
で
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
着
実
に
減
少
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
農
山
漁
村
の
活
性
化
の
た
め
の
定
住
等
及
び
地
域
間
交
流
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年

法
律
第
四
十
八
号
）
に
基
づ
く
農
山
漁
村
に
お
け
る
定
住
等
及
び
地
域
間
交
流
の
促
進
、
中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源

を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
九
号
）
に
よ
る
認
定
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業

を
行
う
中
小
企
業
者
へ
の
支
援
の
ほ
か
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
料
、
歴
史
文
化
資
産
等
の
地
域
資
源
の
活
用
と
域
内

循
環
に
よ
り
地
域
の
自
給
力
と
創
富
力
を
高
め
る
「
緑
の
分
権
改
革
」
の
推
進
等
の
取
組
を
通
じ
て
、
産
業
の
振
興
と
雇
用

の
創
出
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
過
疎
対
策
関
係
予
算
に
つ
い
て
は
、
過
疎
地
域
が
重
要
な
公
益
的
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
過
疎

問
題
の
解
決
を
国
民
全
体
に
と
っ
て
の
重
要
な
課
題
と
し
て
捉
え
、
実
効
性
の
あ
る
対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
認
識
し
て
お
り
、総
合
的
か
つ
計
画
的
な
過
疎
対
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
予
算
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

四


